
衆議院憲法調査会ニュース　H15（2003）.4.18　Vol.51

ホームページ　http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kenpou.htm 1

4 月 17 日に、第 6 回の憲法調査会（通算

46 回目）が開かれました。

香川県において地方公聴会を

開催することに決定しました。

第８回地方公聴会（香川県高松市）

　憲法について広く国民の声を聴くため、第 8 回の地

方公聴会を香川県高松市において開催いたします。

・意見を聞こうとする問題

　日本国憲法について（特に、非常事態（安全保障を含

む）と憲法、統治機構（地方自治を含む）のあり方及

び基本的人権の保障のあり方）

・日　　　時：平成 15 年 6 月 9 日（月）

午後 1 時～

・場　　　所：香川県高松市

　　　　　　　　　　高松国際ホテル

・派 遣 委 員     ：中山会長外委員 9 名

・意見陳述者：6 名（予定）

・一般傍聴者：100 名程度（予定）

意見陳述の申出、傍聴の申込み等の詳細につ

いては、最終面をご覧ください。

小委員長報告及び自由討議

　小委員長から報告を聴取した後、委員間の自由討議

を行いました。

◎最高法規としての憲法のあり方に関する

調査小委員会

≪硬性憲法としての改正手続≫

○小委員長からの報告聴取（小委員長としての総括部

分の要旨）

保　岡　興　治小委員長（自民）

・「憲法改正のための国民投票法」（以下「国民投票法」

という。）に関して、実際に憲法改正を行うことと

なった場合には、その制定が必要であるという点は、

各会派に共通の認識であったが、制定時期について

は、(a)来るべき時に備え可及的速やかにその制定を

図るべきであり、現在の状態は「国会の不作為」に

当たるとする見解と、(b)憲法改正案が具体化してい

るわけではないことや憲法改正の発案権の所在など

事前に検討すべき多くの事項があることなどから、

現時点において直ちに制定する必要性はないとの見

解とに分かれた。

・今後は、高見・長尾の両参考人の意見陳述を踏まえ、

硬性度の高い日本国憲法の改正手続についての理解

を深めた上で、憲法改正のための国民投票法の制定

等の問題について、活発な議論を行っていくことが

重要ではないか。  

○自由討議

葉　梨　信　行君（自民）

・憲法の運用を不断に検討し、その改善を図っていく

ことは国会議員の使命であるが、同時に、憲法それ

自体が時代の趨勢の中で改変を迫られているとの認

識に至ったときは、新たな状況変化に対応した新た

な理念を追加すべく、憲法改正案を主権者たる国民

に発議することも国会議員の責務である。

・「国民投票法」を整備することは、そのために不可欠

なものであり、国会議員の基本的責務にかんがみれ

ば、現在の状況は、政治的意味で「立法の不作為」

に当たると考える。「立法の不作為」を国家賠償の枠

内で考えるべきではない。

・また、「国民投票法」は、憲法改正に併せて制定すれ

ばよいとの考え方には賛同できない。憲法改正の是

非と一緒に議論するよりも、普段の冷静な議論の中

で制定すべきである。

・憲法調査推進議員連盟では、すでに 96 条の論点を

クリアするかたちで憲法改正のための手続法案を作

成しているので、それを基に各党内で議論をしてい

ただき、早急に国会に上程すべきと考える。
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仙　谷　由　人君（民主）

・葉梨委員の「立法の不作為」に係る発言は、法律論

と政治論との混同に基づいたものではないか。「国

民投票法」の未整備は、政治的な義務が果たされて

いないという意味では「立法の不作為」と言えるか

もしれないが、国民生活に関わるあらゆる問題につ

いて、憲法の趣旨から演繹しその具体化を図る政治

的義務があるのであり、それは、96 条に限られたも

のではない。法律論としては「立法の不作為」とは

言えないと考える。

・憲法改正について国民間の成熟した合意があれば、

「国民投票法」の未整備が政治的な意味における「立

法の不作為」に当たるかもしれないが、現在におい

ては、(a)緊急事態についての憲法への明記、(b)中央

と地方との関係を含めた統治機構の枠組みの見直し

などといった改正が必要となると考えられる点を含

めて、国民間の議論は盛り上がりに欠けており、そ

のような合意があるとは思われない。

中　川　昭　一君（自民）

・仙谷委員の発言は、(a)憲法改正の議論が成熟してい

るかという点及び(b)制度として改正システムが整

備されているかの二点に収斂すると考える。(b)につ

いて整備されていないという認識は共通のものと考

えるが、(a)については、仙谷委員と異なり、3 年以

上にわたって本調査会において議論がなされてきて

いることや各種の世論調査の結果から、議論は熟し

つつあると言えるとの認識を持っている。国民は、

より身近で大切に思える憲法を求めていると考えら

れ、政治家が現状を放置することは、政治と国民と

の乖離を生むのではないかと危惧する。

山　口　富　男君（共産）

・私は、仙谷委員とは異なり、「立法の不作為」に関し

て、法律論と政治論を区別する考えをとらない。

・「国民投票法」が制定されていない現状は「立法の不

作為」であるとは言えないとの高見参考人の発言を、

本調査会は十分に踏まえるべきである。

・(a)憲法改正手続は、「憲法の安定性」及び「国民主

権」に根差していること、(b)憲法改正規定は、先発

する世代が後発する世代を拘束することと対応する

面があること等を踏まえて、憲法改正手続を捉える

必要があると考える。

・「国民投票法」の制定の必要性は、現時点においては

ないと考える。

谷　川　和　穗君（自民）

・「発議」の意味が国会法におけるそれとニュアンスが

異なるなど、96 条の文言は分かり難いと考える。将

来的なことに目を向けるより先に、96 条自体につい

て、議論を深めるべきではないか。

原　　　陽　子君（社民）

・「国民投票法」等について、早急に結論を出す必要は

ないと考える。

・法律の整備で対応するのがスマートなやり方である

などの高見参考人の発言を踏まえた上で、小委員会

における我が会派の委員の発言にあったように、現

行憲法の理念が下位法令に十分に反映しているか、

「新しい権利」を法律に活かすことができているか

などについて考えるべきである。

・市民の視点から考えると、憲法は、権力に近い者が

守るべき事項を規定しており、権力の行使を制限す

るものである。権力に近い者には、権力から遠い者

の声を汲み取る姿勢が重要となるのではないか。

平　林　鴻　三君（自民）

・「国民投票法」の早期制定に関する葉梨委員の意見に賛成する。

・常識的に考えれば、憲法にその存在が規定されてい

る法律が未整備のままとなっているのは、法体系の

欠陥の一つであり、憲法調査会においても「国民投

票法」の制定について議論を行った上で、その欠陥

を補うべきである。また、憲法改正が具体化した際

に同法を整備するのでは手遅れとなることも考えら

れるので、同法の早急な整備は、国民に対する国会

の責務であると考えるべきである。

遠　藤　和　良君（公明）

・96 条自体の改正等改正の限界についての議論は煮

詰まっていない。また、そもそも憲法とは、「国のか

たち」を描いた設計図であると考える。改正事項の

内容についての議論が深まっていない状況で、「国

民投票法」を制定することには疑問がある。

・憲法にその制定が予定されているにもかかわらず現段階にお

いて制定されていない法律は他にもあり、同法の未整備を

もって「立法の不作為」とする考えには与しない。

・重要なことは、憲法についての議論を通して「国の

かたち」についての意見の集約を図ることであり、

それをしないうちに「国民投票法」を制定しても意

味はないと考える。

春　名　 　章君（共産）

・平林委員の発言は、憲法調査会が「国民投票法」を

提案すべきとの趣旨であったように思うが、憲法調

査会は、設置に当たっての各党間の合意に基づき、

「日本国憲法について概ね 5 年を目途に広範かつ総

合的に調査を行い報告書を提出すること」や「議案

提案権がないこと」を自明の前提としており、平林

委員の主張するような提案をする権限を有してはい

ない。そのことを確認しておきたい。

◎安全保障及び国際協力等に関する調査小

委員会
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≪国際協力、特に O D A のあり方を中心として≫

○小委員長からの報告聴取（小委員長としての総括部

分の要旨）

中　川　昭　一小委員長（自民）

・ ODA については、その実施等に係る憲法上の根拠

規定の必要性をめぐり意見が分かれたが、現状の問

題点を踏まえた上で、実態に応じた多面的視野から

の ODA を実施する必要があるという点で、共通認

識が得られたと考える。

・国際協力と国益との関係、国際協力と国連の役割や

日本の安全保障の在り方との関係等を踏まえた上で、

我が国の安全保障及び国際協力等の在り方について、

引き続き議論を深めていきたい。  

○自由討議

赤　松　正　雄君（公明）

・公明党は、外交戦略の基本として、「人間の安全保障」、

「持続可能な開発」、「文明間の対話促進」を掲げている。

そして、人道危機、環境破壊等への取組みがテロの

温床を根絶することにつながり、また、その取組み

に当たっては国連を中心とした国際協調の枠組みが

重要であるとの立場に立つ。

・特に、人間の安全保障については、これを確立する具体

策として、（a）人道援助システムの制度化、（b）人間

の安全保障基金の積極活用、（c）対人地雷の全廃に向け

た活動、（d）難民支援体制の整備、（e）国際平和貢献セ

ンターの設置を掲げている。

・ODA については、経済インフラ整備を中心とした

従来の実施方法を改め、持続可能な開発及び人間の

安全保障の観点から、環境、地雷等の分野を重視し

た「参加型援助」や「草の根支援」に転換すべき時

期に来ている。

・前文に掲げる理念を実現するために未だ武力行使が

必要とされている現状は、大変、残念である。違法

又は不当な行動がいかに無謀であるかを国際社会全

体に浸透させるよう、働きかけていく必要がある。

斉　藤　鉄　夫君（公明）

・ODA の実施に当たっては、環境問題、エネルギー問題

等とも結び付く人口問題にどのように対処するのかと

いった理念や方向性について考える必要がある。

・人口問題の解決に当たっては、生産力の向上と科学

技術知識の向上との間の時間的ギャップにおいて人

口が増加するという現実を踏まえた上で、日本は、

このギャップを縮めるため、教育分野等に積極的に

ODA を実施していく必要がある。

金　子　哲　夫君（社民）

・武力によってテロを撲滅することができないのは明

らかである。日本は、テロの根本原因である貧困、

格差等の経済問題の解決に尽力すべきであり、また、

そのことこそが、前文に人間の安全保障、すなわち

「全世界の人々が等しく平和のうちに生きる権利」

を掲げる憲法の精神に合致する。

・日本は、憲法の精神にのっとり、膨大な軍事費を貧

困対策等に向けた ODA や経済援助のための資金に

転換すること等を通じて、国際社会における平和秩

序の構築を模索していくべきである。

首　藤　信　彦君（民主）

・ODA 見直しの議論において用いられる「戦略性」

という文言は、主に我が国の国益に結び付けること

を念頭に置いたものと理解しているが、環境破壊、

大量破壊兵器等の問題が日本の平和や国民の人権に

直結する問題であることからも分かるように、国際

社会全体の利益が日本の利益につながっていること

を認識すべきである。この点、憲法においては、日

本が国際社会の平和と安定のために何をすべきかが

明確になっていない。

・ODA の実施に当たっては、我が国の国益を図ると

同時に、国際社会の平和と安定のために、また、世

界の人々の平和・自由・人権の確保のために、日本

は何をするのかという問題を考える必要がある。

春　名　 　章君（共産）

・今後の我が国の ODA については、人道援助及び環境の

分野を重視して実施すべきであり、また、そのような形

での ODA の実施を国民も望んでいると考える。

・現在、ODA 実施に係る決定過程が不透明であるこ

とから、（a）NGO や現地住民の参加及び連携強化

を図ること、（b）第三者による監査・評価制度の整

備及び情報公開を行うこと、（c）ODA 案件及び額を

国会審議の対象とすること等を通じて、その透明性

の向上を図るべきである。

平　林　鴻　三君（自民）

・テロや貧困と ODA との関係は、直接的なものではなく、

間接的なものに過ぎないことを認識する必要がある。

・日本は、日本を敵視する国に人道的見地から ODA

を供与することがかえって日本に有害な効果をもた

らすおそれがあることも踏まえた上で、国益に応じ

た国力相応の国際協力を実施すべきである。

仙　谷　由　人君（民主）

・日本経済が低迷する中で、ODA に対する国民から

の批判が強いこと、また、財政事情が逼迫する中で、

将来世代からの借金という形で ODA が実施されて

いることは事実である。他方で、国際社会における

経済格差、情報格差、環境格差等の弊害が経済的弱

者に集中している状況を放置したままでは、国際社

会の平和と協調体制を確立することができないこと

も事実であり、EU 内部では経済後進地域に補助金

による助成を行っていること等を踏まえると、国際
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的な連帯の中で経済格差をなくしていくことが大事

であると考える。こうした点を認識しつつ、財源の

捻出とそれについての国民への説明をどのように行

うべきかを考える必要がある。

首　藤　信　彦君（民主）

・日本は、世界に依存する形で存立している。日本の

ODA の原資についても、輸出入等を通じて得られた

ものがあり、その意味で、世界が共有するものの一

部であるとも言うことができる。

・日本は、世界に依存しているという認識を踏まえた

上で、平和教育、環境教育、国際教育等を積極的に

実施していくとともに、国際協力に当たって日本の

有する人的・物的資源を積極活用する旨憲法に明記

すべきである。

野　田　　　毅君（自民）

・ODA の実施に当たっては、日本経済が低迷する中

で納税者からの批判があること、他方で、日本は世

界秩序の中に組み込まれており、これを重視すべき

であること等を勘案する必要がある。

・国民は、ODA がすべて税金で賄われていると思っ

ているようであるが、日本の ODA は円借款が中心

であって、その原資の多くが財政投融資からの支出

であり、また、将来的に返済されるものであること

など、ODA の実態について国民の正しい理解と協力

を得るために、総額の表示方法を工夫するなど分か

りやすい形で十分な説明をする必要がある。

遠　藤　和　良君（公明）

・現在の経済事情にかんがみれば、ODA 総額は減少せざ

るを得ないため、今後は、「活きたカネの使い方」が

ODA 実施に当たって求められることになる。このため

には、「人づくり」を重視する観点から、教育、技術開

発等のプロジェクトに重点化してODAを実施すべきで

あり、また、そうすることによって、ODA 対象国から

我が国が評価されることになると考える。

中　川　昭　一君（自民）

・中国は、我が国から低利で有償借款を受けつつ、他国に

利ざやを取って借款を行っているとの指摘があること

等を踏まえると、ODA 供与等の途上国支援に当たって

は、援助対象国のニーズに応えるだけでなく、その国の

長期的発展、地球全体の問題等を考慮しながら、何を行

い、何を行うべきでないかについて、きちんとした原則

を立てて行う必要があると考える。

５月３日の憲法記念日を迎えるに当たっての自

由討議

●各会派一巡目の発言

葉　梨　信　行君（自民）

・「権力の所在」と「権威の所在」とを区別した上で、

「元首」としての象徴天皇を、憲法の中で明確に位

置付けるべきである。

・時事的な問題についても憲法的観点から議論するこ

とが重要である。国会の中に諸問題を常に憲法的観

点から調査審議する機関が、恒常的にあってもよい。

・日本社会に根ざした伝統や習慣、良き共同体として

の支え合いを再認識した上で、教育基本法の改正を

行うべきであり、将来的には、それを反映した憲法

改正を行うべきではないか。

・地方自治については、道州制の導入の是非の問題を

念頭に置きながら、具体的な制度設計を踏まえた議

論をすべきであると考えるが、その際、基本的な中

央・地方のありようは憲法の中で規定するとの考え

を前提にすべきである。

・しかるべき時期に、それまでの議論を踏まえて、各

会派から「憲法改正の要綱案」あるいは「憲法に関

する基本的な考え方」を提出し、議論の俎上にのせ

ることが重要である。

古　川　元　久君（民主）

・憲法は、国の基本法として、「国のかたち」を示すべ

きものである。まず、あるべき「国のかたち」を議

論し、その上で、現行憲法があるべき「国のかたち」

にマッチしているか、憲法改正の必要があるかを議

論すべきである。憲法の一部のみを取り上げて議論

すべきではない。

・「官主導の中央集権」は時代に合わなくなっており、

「民主導の地方分権」に移行すべきである。地方主

権という考え方のもと、国の役割は外交、防衛など

に限定し、地方に対して権限を付与することを憲法

に明記し、最終的には分権連邦国家への移行をも視

野に入れるべきである。

・憲法の三原則は、引き続き堅持すべきであると考え

るが、どのように三原則を具体化し、現実化するか

が重要である。

遠　藤　和　良君（公明）

・憲法は constitution の訳語であるが、constitution
には、その他に「構成」、「組織」等の訳語もあるこ

とにかんがみれば、これを日本語で平易に表現すれ

ば、「国のかたち」と言えるのではないか。このよう

に憲法が「国のかたち」を表すものであることを踏

まえて、議論すべきである。

・現在、イラク攻撃後の国際秩序をどのように回復し

ていくかが問題となっており、日本が世界の中で果

たすべき役割が問われている。憲法を通じて、世界

に対して、日本の立場を示すべきである。

・日本は経済面だけではなく、「国のかたち」が見えてい
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ないという意味でも閉塞状況にあり、大きな時代の転換

点に立っているが、憲法に関する議論は十分に煮詰まっ

ていない。21 世紀の「国のかたち」の基本設計を見定

めた上で憲法を議論し、憲法を通じて、世界や国民に対

し、この「国のかたち」を示すべきである。

武　山　百合子君（自由）

・憲法制定当時に比べ我が国を取り巻く状況は大きく

変わっており、憲法論議を続けるだけではなく、憲

法改正を具体的に検討する必要がある。自由党は、

憲法に定められた基本理念を継承・発展させるとと

もに、新しい国家目標を構築すべく新しい憲法を定

めるべきであると考えている。このような考え方か

ら、平成 12 年 12 月に「新しい憲法を創る基本方針」

を定めたところである。

・「新しい憲法を創る基本方針」の主な内容は、(a)国の在

り方について、現行憲法の基本理念を継承しつつ、日本

の文化・伝統を尊重して、自由で創造的な思いやりのあ

る自立国家日本をつくるべきであること、(b)人づくり、

国づくりの基本は教育であり、教育・文化の章を設け、

教育の基本理念と教育・文化行政の在り方について明記

すること、(c)環境が人類存続の基盤であることにかんが

み、地球環境の保全に全力を尽くすべき義務について規

定すること等である。

春　名　 　章君（共産）

・イラク戦争は、世界平和の秩序を揺るがすものであ

る。イラク戦争については、(a)当初、大量破壊兵器

の廃棄が目的であるとされていたが、大量破壊兵器

は見つからず、現在、政権打倒、イラクの民主化が

主要な目的となっているが、これは戦争を正当化す

るものではないこと、(b)無差別殺戮等の蛮行により

一般市民に多大な犠牲が生じていることは許されな

いということ、(c)イラクが無法状態となっているこ

とも重大であること等を指摘したい。

・小泉首相によるイラク攻撃支持の表明がなされたが、

武力による威嚇または武力の行使を禁止する日本国

憲法の下で、これは許されるものではない。また、

イラク戦争により、武力攻撃事態法が米国による戦

争に日本が巻き込まれるおそれをもたらすものであ

ることが明らかになった。

・イラク問題に関し、国連の機能低下を指摘する意見

もあるが、国連は、武力攻撃を容認する新たな決議

を米国に断念させる等、平和的解決を模索しており、

その役割は高まっている。

・世界の多くの国が武力攻撃に反対し、世界各地で反

戦運動が起こっている。政府・与党の米国支持は、

世界の反戦の流れに反していることを強調したい。

・国連憲章は、第二次世界大戦の反省を踏まえて戦争

の原則違法化と内政不干渉を定めたのであり、日本

国憲法はそうした平和のためのルールの最先端に位

置するものであって、憲法を守ることこそ日本のと

るべき進路である。

金　子　哲　夫君（社民）

・イラク攻撃は、戦争が罪なき人々の犠牲を不可避的

にもたらすことを示した。しかもこの攻撃は、予防

的先制攻撃として行われたものであり、国連憲章の

精神や 9 条から小泉首相の米国支持は許されるもの

ではない。世界各地の諸国民の反戦運動こそ、わが

国が依拠すべき世界平和の力である。

・米国はテロを戦争と位置付けたが、テロは明らかに

国際的刑事犯罪である。日本は、国際刑事裁判所を

実効あるものにするなど国際的な「法の支配」の実

現といった非軍事的な分野で努力することを外交方

針の柱に据えるべきである。

・日本は、大量破壊兵器廃絶の先頭に立つべきである

のに、政府にその決意が全く見られない。米国の核

の傘の下にあっては、そうした主張は説得力を持た

ず、核兵器による最初の被爆国である日本は、米国

を含め、すべての核兵器保有国に対し核廃絶を訴え

るべきである。このことこそが、日本が国際社会で

「名誉ある地位を占め」られる道である。

・今、有事法制の制定を求める動きがあるが、必要なこと

はイラク戦争が何をもたらしたかを検証し、平和外交に

努力することである。いたずらに国益を強調し、有事法

制を制定することは、武力による解決を求めることにつ

ながるものであり、憲法とは相容れない。

山　谷　えり子君（保守新党）

・最近の教育現場では祝日の意味を教えなくなってい

るため、憲法記念日について知らない子どもたちが

多い。教育現場において憲法記念日の意義について

きちんと教え、日常生活の中に憲法記念日を位置づ

けるべきである。

・成文憲法を持つ国が約 180 ある中で、日本は古い方

から数えて 13 番目となっている。現実と憲法が乖

離したら改正するというのが世界の趨勢である中で、

日本は社会全体として後ろ向きであると感じる。

・法と倫理を完全に分離することが近代法の理念であ

るにしても、宗教教育を忌避しようとするあまり、

教育基本法 9 条 2 項や憲法 20 条 3 項が拡大解釈さ

れるなど、明らかな行き過ぎもみられる。国と社会

のありよう、人としての美しい生き方とは何かなど

を真剣に考えてこそ、私たちの生活の中に憲法の理

念が生きるのだと思う。

●各会派一巡後の発言

中　野　寛　成君（民主）

・EU は各加盟国の国家目的を達成するために存在す

るという話や、イギリスで推進されている地方分権

も国家目的の達成のためであるという話を聞いたこ

とがある。国連との関係や地方分権、または ODA
の問題なども「国家目標を実現するため」という視

点で考えるべきであり、こうしたことを今後の憲法

論議の中で深めていきたい。

伴　野　　　豊君（民主）

・古川委員の「憲法とはあるべき国のかたち」という

発言は、まさにそのとおりであると考える。
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・人間が作ったルールはすべて「時のチェック」を受ける

べきであり、憲法記念日を迎えるに当たって、国民の総

意に基づいて日本国憲法をチェックすべきである。

・憲法は「時のチェック」を受けるべきであることを

考えると、改正手続は緩やかなものが良い。そのよ

うな「時のチェック」により何回見直しても変わら

ない憲法が本来望ましいものである。

奥　野　誠　亮君（自民）

・過去を振り返りつつ将来を考えることが大切である。

第二次大戦後の国際連合は連合国中心の考え方の上

に成り立っている。国際社会は大きく変化している

にもかかわらず、未だに敵国条項が残り、安全保障

理事会常任理事国に拒否権も与えられているが、い

ずれ、多数決による意思決定も考えられてしかるべ

きではないか。

・間接統治という形式をとったため日本人は誤解して

いるかもしれないが、日本は、敗戦後占領軍の統治

を受けたのであって、自分たちが統治していたわけ

ではない。憲法も占領軍がつくったものである。

・例えば、憲法と教育基本法の宗教教育に関する規定の違

いを見ても分かるが、占領政策は、教育の混乱も招いた。

・占領政策には良いところもたくさんあったが、悪い

ところもある。悪いところは今こそ改めるべきであ

る。機運が高まっている今こそチャンスであり、ま

ず憲法を改め、新しい日本をつくる気概を政治に携

わる者は持たなければならない。

赤　松　正　雄君（公明）

・憲法も教育基本法も、時代の変革の中にあって変え

ていくべきものと思うが、それはしっかりと議論し

た上で行うべきである。教育基本法の改正を早急に

行う必要はない。

・家庭や教育の崩壊といった今日の日本の状況は、工

業化から情報化への産業構造の転換に伴う「個人化」

ともいうべき社会の変化に帰因するものであり、そ

のすべてを憲法や教育基本法の直接的な責任とすべ

きではない。

森　岡　正　宏君（自民）

・安全保障や教育などあらゆる分野で憲法と現実との

間に齟齬が生じている。葉梨委員が述べたように、

憲法調査会の調査期間が 5 年に限られていることも

踏まえ、憲法改正について一つの方向性を出すこと

が重要であると考える。

・共産党の山口委員は、『憲法の原点』という著作の中で

1946 年 6 月 29 日の日本共産党の「日本人民共和国憲

法草案」に言及し、「日本国憲法は平和的民主的諸条項

を持つが、天皇制を規定している点において「草案」の

方向性に反する反動的なものであり、改正すべきであ

る」旨述べている。これは、憲法改正に反対する日本共

産党の主張と矛盾するものではないか。

・「草案」は、一方においてすべての人民は法の下に平等であ

ると規定しながら、他方において人民共和政体の破棄及び

特権的身分体制の復活は憲法改正の対象となり得ないとし

ている。これは、矛盾するものではないか。

山　口　富　男君（共産）

・イラク戦争に際して、世界中で国連憲章の定める平和

ルールについて議論が行われたが、我々も、そのことを

踏まえつつ、憲法が第二次世界大戦の惨禍の後に作られ

たという意義を考えていくことが大切である。

・今ほど国民の暮らしが大変な時期はないにもかかわ

らず、例えば、25 条（生存権）・27 条（労働基本権）

の基本理念を変えてしまうような労働法の改正が行

われようとしている。「暮らしと憲法」の観点から、

憲法の定めについてその意義を再認識すべきである。

・森岡委員が指摘する、「日本人民共和国憲法草案」は、

憲法制定議会が開かれていた時代の歴史的文書の一

つであり、当時は他の政党も憲法草案を出していた。

また、象徴天皇制については、主権在民という観点

から見れば、歴史的には後ろ向きの規定であると考

えている。さらに、改正の限界については、高見参

考人が述べていたように、現行憲法でも改正によっ

て変えられない条項があるというのが通説である。

・憲法の「広範かつ総合的な調査」が憲法調査会の目

的であり、憲法に関する諸問題の議論は、各委員会

で行うべきことであって、葉梨委員が言及した憲法

調査審議機関の常設化は必要ないと考える。また、

各会派が憲法改正草案を持ち寄って議論すべきであ

るとの意見もあったが、当調査会は、各会派の意見

の調整機関ではなく、賛成できない。

大　出　　　彰君（民主）

・日本政府のイラク戦争支持は、平和主義を定める憲法と

現実との乖離が如実に表れた例である。事実関係を十分

把握した上で、この戦争の意味を考えるべきである。

・外務省による安保理決議の翻訳一つをとっても、我

が国のアメリカ追従の姿勢がうかがわれる。

・憲法が謳う個人の自由を貫くことで、未来に憲法を

活かしていきたい。

仙　谷　由　人君（民主）

・日本は、現在、危機的な状況にあり、早急に対策を講ず

る必要がある。現状は「中央政府過剰依存症候群」とも

いうべきものであり、中央政府と対等な立場に立つ地方

政府をつくるべきである。しかし、塩川大臣の「うそっ

ぱち発言」に見られるような既得権をめぐる各省庁間の

権限争いが未だに繰り広げられており、自立した地方政

府をつくるためにも大胆かつ解体的な霞ヶ関の改革が

なされなければならない。

・奧野・森岡両委員は、諸悪の根源がアメリカの占領

行政や、日本国憲法・教育基本法にあると述べたが、

バブル期やバブル崩壊後の各界のリーダーの行動を

見ると、もっと違うところに原因があると考える。

水　島　広　子君（民主）

・各委員の指摘する今の日本の状況に対する危機感を

私も共有しているが、その原因は、日本国憲法や教

育基本法の理念が未だに定着していないところにあ

るのであって、日本国憲法や教育基本法の規定に原

因があるのではない。

・「自由が良いのか、抑制が良いのか」という議論は終
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わりにして、「自分の自由を大切にするとともに、相

手の自由を尊重する社会とは何か」という一段高い

レベルの議論をすべきである。

・日本国憲法の定める「公共の福祉」とは他者の人権

を侵害しないことである。そのように考えると、現

在の日本の法律や制度には、「選択的夫婦別姓」を認

めない民法等、他人や少数者の自由・権利を尊重す

る精神を欠くものがあるように思われる。憲法の理

念に合わせて現行法をチェックし、改正が必要なも

のを改正していくことが望まれる。

 

　中山会長の挨拶

　　5 月 3 日の憲法記念日を迎えるに当たって、これ

までの調査の経過に関する説明の後、イラク問題・

北朝鮮問題と国連改革などに関する所見が示されま

した。また、今後の調査の方向性についても、発言

がありました。

　　　　　　　　　 　 

今　後　の　開　会　予　定

日付
開会

時刻
会　議　の　内　容

午前

9：00

安保国際小委

〔テーマ〕

国際機関と憲法（安全保障・国際

協力の分野における）H15

5.8

（木）

午後

2：00

最高法規小委

〔テーマ〕

明治憲法と日本国憲法（明治憲法

の制定過程）

午前

9：00

人権小委

〔テーマ〕

情報アクセス権とプライバシー権

（情報公開・個人情報保護法制を

含む）
H15

5.15

（木）

午後

2：00

統治機構小委

〔テーマ〕

司法制度及び憲法裁判所（憲法の

有権解釈権の所在）

※諸般の事情により変更される可能性があります。

※詳細については、HP をご覧ください。

意 見 窓 口　「憲 法 の ひ ろ ば｣

　平成 1 2 年 2 月より、憲法について広く国民の声を

聴くため、意見窓口｢憲法のひろば｣を設けております。

これまでに寄せられた意見の総数及びその内訳

・受 付 意 見 総 数：2081 件（4/18 現在）

・媒 体 別 内 訳

葉　書 1289 封　書 399

ＦＡＸ 236 E-mail 157

・分 野 別 内 訳

前 文 113 天 皇 78

戦 争 放 棄 1429 権利・義務 55

国 会 34 内 閣 34

司 法 10 財 政 12

地 方 自 治 10 改 正 規 定 15

最 高 法 規 8 そ の 他 1286

・中間報告書に関する意見：8 件

　※ 複数の分野にわたる意見もございますので、分野

別内訳の総数は、受付総数とは一致しません。

【意見窓口『憲法のひろば』の宛先】

FAX 03－3581－5875
E-mail kenpou@shugiinjk.go.jp
郵　便　〒100-8960　　千代田区永田町 1－7－1
　　　　　衆議院憲法調査会「憲法のひろば」係

　いずれのご意見も、住所、氏名、年齢、職業、電話

番号を明記して下さい。

　このニュースは、衆議院憲法調査会における議論の

概要等を、簡潔かつ迅速にお知らせするために、憲法

調査会事務局の責任において要約・編集し、原則とし

て、開会の翌日に発行しているものです。

　正確かつ詳細な議論の内容については、会議録をご

参照ください。

《衆議院会議録議事情報》

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/

htm/index_kaigiroku.htm

《国立国会図書館》

http://kokkai.ndl.go.jp/
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１．開 催 の 趣 旨

　日本国憲法に関する調査のため、仙台地方公聴会

（H13.4.16）、神戸地方公聴会（H13.6.4）、名古屋地方

公聴会（H13.11.26）、沖縄地方公聴会（H14.4.22）、札

幌地方公聴会（H14.6.24）、福岡地方公聴会（H14.12.9）、
金沢地方公聴会（H15.5.12 予定）に次いで、今般広く

国民の各層から日本国憲法について（特に、非常事態（安

全保障を含む）と憲法、統治機構（地方自治を含む）の

あり方及び基本的人権の保障のあり方）意見を聴取する

地方公聴会を、6 月 9 日（月）に香川県高松市において

開催いたします。

２．開　催　要　領

①日　　　時　H15.6.9（月）午後 1 時～

②場　　　所　香川県高松市

高松国際ホテル

③派 遣 委 員     　中山会長外委員 9 名

④意見陳述者　6 名（予定）

　　徳島県、香川県、愛媛県及び高知県に在住してい

る方より一般公募を行い、意見の概要、年齢、性別、

職業等を勘案の上、幹事会において選定します。

⑤議 事 順 序     

　・開　　　会

　・団 長 挨 拶     

　・意見陳述者の意見開陳（各 15 分）

　・派遣委員から意見陳述者に対する質疑

（各 15 分×8 人）

　・団長挨拶等

　・散　　　会

⑥議事整理等

　・団長が会議における座長を務め、会議の議事整理

及び秩序保持等を行います。

　・会議は、衆議院における議事規則に準拠して行い

ます。

⑦傍　　　聴

　　国会議員、国会議員秘書、報道関係者のほか一般

傍聴を団長において許可します。一般傍聴は、各会

派に対する割当の外、あらかじめ事務局に傍聴を申

し込み、当日傍聴券を持参した方（申込みをした本

人に限る）の傍聴を認めます（100 名程度）。

　　なお、本人確認のため、身分証の提示を求めるこ

　ともあります。

３．意見陳述の申出方法

　　徳島県、香川県、愛媛県及び高知県に在住する方

で意見を述べようとする方は、住所、氏名（ふりが

な）、年齢、性別、職業、電話番号、①「非常事態

（安全保障を含む）と憲法」、②「統治機構（地方

自治を含む）のあり方」、③「基本的人権の保障の

あり方」の 3 つのテーマのうち、意見を述べようと

するテーマを一つ選択し、選択したテーマ、意見の

概要（当日開陳する意見の要旨を 800 字以内）及び

「高松公述希望」の旨を記載し、封書又は電子メー

ルで下記の宛先へ申し出願います。

　　申し出た方の中から幹事会で選定の上、通知いた

します。なお、意見陳述者には旅費・日当を支給い

たします。

※傍聴も希望する方は、「４．傍聴の申込方法（一般傍聴）」

に従い別途お申込み下さい。

※意見陳述者に選ばれた方には、開催日の 2 週間前頃まで

にご連絡いたします。

※意見陳述者に選ばれた方の意見の概要については、公開

することがあります。

 【締　　　切】　H15.5.13（火）正午（必着）

 【宛　　　先】

　・〒100－8960　　東京都千代田区永田町 1－7－1
　　　　　　　　　　衆議院憲法調査会事務局気付

　　　　　　　　　　　憲法調査会会長宛

　E-mail　　　kenpou@shugiinjk.go.jp

４．傍聴の申込方法（一般傍聴）

　　傍聴希望の方は、封筒の表に「高松傍聴希望」と記載

し、宛先及び郵便番号を明記して 80 円切手を貼った返

信用封筒（長型 3 号程度）を必ず同封し、下記の宛先

へ申し込み願います（1 人 1 通に限ります）。

　　なお、申込み多数の場合は、抽選により傍聴者を指定

の上、その旨申込者宛に通知いたします。

※開催日の 2 週間前頃までに、傍聴者に選ばれた方に

は傍聴券を、抽選にもれた方にはその旨を記載した

文書を郵送いたします。

 【締　　　切】　H15.5.13（火）正午（必着）

 【宛　　　先】

　　〒100－8960　　東京都千代田区永田町 1－7－1
　　　　　　　　　　衆議院憲法調査会事務局気付

　　　　　　　　　　　憲法調査会会長宛

［問合せ先］ 衆議院憲法調査会事務局

０３（３５８１）５５６３（直通）

        ０３（３５８１）５１１１（代表）

内線２７０４又は２７０５

第８回地方公聴会（香川県高松市）

― 開 催 要 領 ―


